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(1)は　し　が　き

我国王朝時代の水産加工法と,大陸との関係を論考せんとするに当り,我国水産食晶製

造技術の史的流れを,大掴みに把えでおく必要があらう･今それを段階的にみるならば,

節一に王朝時代朝貢晶として娃書式等に現われた時代･第二に給料長物諸晶として幕府が

支部貿易に利用L,た時代,第三に明治時代以後欧米諸国に輸出し･我国資本主義の発達に

資せんとした碓詰製造時代が之である･此の三段階に即応して製晶自体の変遷をみるに･

王朝時代には乾燥晶と食塩処理晶とが圧倒的で,是に煮熟銅ミ参加し,近世幕府時代には

使物諸晶としての乾燥晶と,是より派生した刻昆和や刻･eB･及び城下町を販路としての蒲

鉾,竹輪,燥乾晶等と共に･食塩処理晶等があり,封七資本主義時代には物理化学の導入

vz:よる所の,機械的大量製産に基づく碓詩と,一般民衆が晴好する過去よりの伝統的製晶

の混在という事にならう･

本稿に於いて目指している所は,右の三段階の当初に位置する･王朝時代をとりあげ,舵

の時代の加工技術が,我国固有に発達したものであるか･或は外国(当時としては隣邦大

陸)の製法の影響下にあったものであるかを論ぜようと思う･

(2)我国三E朝時代の水産加工法

王朝時代の水産加工法を検討する文献として娃書式に依る･周知の如く,本書は醍噺天

皇が藤原時平,同忠平等に命じて編纂せしめたものである･その内容は,部延年中の百官

臨時の作法等を記述せりと雄･亦各国の定例等が洞化記録されており(国書解題)紛い,

国内各所より産出朝貢した水産物の稜類は,克明に記述されていて驚くべきものがある･

所で王朝時代の水産加工品は,乾燥品と食塩処理品と厨旨を屈しなければならす･是に煮

熟晶が参加している･乾燥抑ilに酎弼晶が圧倒的で,火乾品之についでいる･食塩処理

晶には,塩漬品酷醤品新等が主要なものである･先づ臼乾晶よりみよう･



I 5亡) 伊豆川:我国王朝時代に於ける水産1utl工津と大陸との関係

延苫式には日乾晶に就き,時には乾魚(紺という文字をあてた場合もあるが,多くは臥

楚割,腔耗2,等の文字を使月Jしている.その実態は何れもFl乾品であって,通じて乾魚と

呼ぶに相応しいものである.理化学的性質の研究は少時別として(岡日光･世-乾燥の物理)

EI乾法そのものは,何も娃書式時代をまつ迄もなく,人冊が食物貯蔵の自然的欲求から当

然採らるべき原始的方法である.従って乾魚そのものの存在は,延書式以前に於いても考

えられる.例えばラ亡jL天皇の御代に編纂された(井上通泰氏考証)肥前風土記の松浦郡の

部には

若年恩情得再生音,奉遷御祭恒貢御膳,即取木皮,作長的鞭馳短地陰的WJ割晦等之様

献於御所,於鼓天皇垂恩赦放

とある.長地,触地,短抱,陰抱,調剤楓　等は鮫の軽類に非ずして,乾燥製品とした

｢のしあわび｣の形態を指しているのである.鮫について既に赴丈の乾燥品が存在してい

たとするならば,他の魚類についても,その乾燥品の実在を推定する尋は不可髄ではない

であろう.所で職,楚乱脈,師等の言葉に,少し立ち入って説明を加える必要がある･

延書式捌j:雑魚の捕,難肝E2)等の文字がみえているから,之等の言葉は各種の水産物に

適用されたのであらう.が今その区別を求むれぼ,鵬は比較的小型の水産物を対象とした

ものらしい.それは相方,楚剤等が, (rr)をもって計量せられているに対し,田畑匝(升)

を以て計量せられているからである.は4)所で広義の借としての鮫の特殊の発達を途げで

いる様子が延書式仁窺われるが,それは驚嘆に値する･先に肥前風｣二脚乞長坂,短払

糎通,陰腹,朋割腹等をあげ翻ミ,娃書式には赴以外,更に各種の般製品がある･その二
～三を示す.例えば純署腹)FLf:2)沌綾は5)等は製品別の名称であり,東鮫･隠岐般`託2)等は

産地別の名称である.製品別は勿論のこと,蘇地名をあげたのは,揮地の興るにつれても

製法が相違していたのであろう.朝貢晶としての綾は,二～三年冊の貯蔵にも堪え得る程

入念の工程を加えているので,一種の工芸的製品であり,関東地方以酉の諸国,即ち太宰

鳳豊後,筑前,肥前,肥後, El向,宅岐,阿波,伊与,長門,オ税,出雲,若狭,紀机

隠岐,志摩,相模,安鼠常陸等が之を貢献している･ (日本水産製品誌)軌　令義解就

役令第拾(故実叢書標注令義解校本乾)には,借は｢謂仝二l勃也｣とあり,浦は｢謂割乾

魚也｣と説明している.此の説明は後述の如く,乱記誌に記されたものの影響らしい･が

然し大体においては妥当の棟である･蛸も割乾肉であって,鰹割乾肉に用いられ'31'叉延

書式別の箇所!,Cは,伸男作物｣として雑魚捕,鯛師等の文字が見えている･而して後年

に至れば,酎拍乾燥して堅硬となりたる鰹捕(鰹節の原始形態)に独占された観を呈する

に至った.極端な表現を用うれば,鰹は元来｢なまにて食せず,干し潅る許り用(伊勢雑

記)｣いたりとある如く,生肉を割乾した場合が多かったからである･楚割には鯛楚割,鮫

楚割等があり,(註ノ'榛名異教妙には是を魚保なる語と同意義に解している,日く｢遊仙窟云

東海鯨促(魚燥読須波夜利,本朝式云楚割)｣と,即ち楚割はやや大型魚肉を枝保型に切害lj

して,乾燥したもので保に当る.

暗,描,捕,焚割等は,以上の如き製法であるが,是等は必ずしも魚貝肉のみに適用し

た言葉ではなく,時には獣肉にも適用されている.借が鳥の肉を指し(課5)叉倭名類栄紗に
水ンドl)東シシシ

は雅帥鹿蛸等が挙げられている･

上述レた乾燥品は,掴乞品･Elあるが,火乾の例として勘海鼠を煎た煎海鼠がある,(芯5)

日本水産製品誌に依れば,徳川時代の使物としての煎海鼠は,煮熱H乾したものであるが,
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娃嘗式時代のものは鍋にて慧り乾し(火乾)たものであると.肥後,隠岐,志摩,筑前,

肥前,能登,若狭等より朝貢している.

食塩処理晶にうつる.後に述べる紳功皇后の御代の雛は,塩7責･.h!lであったらしいから,食

塩処理晶は班に苗代より行われていた事と思われる.所で塩漬晶としては卯年魚(許2)があ

る.類繁名物考に抑鮎と題し,桐億随筆を引き｢今案に押鮎は延書式二f･PE日記にも出たり,

緋にはあらず塩神の鮎にて,即塩漬なり｣と云っている.塩漬晶は是のみに限らず,佃数多

く存した事と庇われる.進んで問題となるのは,塩漬の結果階酵せしめた産物1kる酷哲晶

である.後年の塩辛,常,昧吟,醤油等(魚類を材料とした)の一連の調味晶が是である.

原始時代の調味料として,一部論者(ttl村栄太郎- r=l木工業前史)は塩と梅とを以て之に

当てたとなし,その論拠として枚の落葉に

むかしはものを煮る忙しほとうめとの汁をいれ,叉煮たるものにもそそきもし,味をそ

うることにで,そのしるの加減のよしあしを,塩梅よしといえるになん

とあるを挙げている.或は然らんか.然し乍ら膳史時代には既に哲が製準され,調味料と

して利用された.我国の如き四面環海の国に於ては,水産動物を原料として肉哲を造った

ろう.前記製晶法に

鰍妓司にて玉参魚より(笹を)作りしことは,往時,景行天皇の御字,始めて国造を置

き,節十皇子,紳構立命,苗高校の国府に定められし時,皇子親ら此の魚を漁り,塩製

して内済を造りて,刺-献じ給ひしに創まり云々･

とある.俄に信じ難いが,然し皇子御白から発明されたか否かは別問題として,塩と魚肉

文けを以てしれかかる素朴な製晶が存在したであろう尊は想像しうる･所で之が延書式

時代になると,その存在が確実に記録されている･謂う所の鰯汁は3'は常にで･後年の醤

油の如く使月ほれたであろうし,叉式の犬膳の造雑物法中に

醤鮫料　東腹六十斤,塩六斗四升八合一勺八撮　浮醤　二石四斗四合二勺

とあるは,鮫を材料とした醤である｡此の場合浮華を入れて惟醇を促しているのは注意を

要する｡捧皆は高貴の膳に供するもの故使用したのであって･一般土民の利用する醸醤晶

には使用しなかったらしい.以上の外に別の箇所には醤鮒･鯖欝があり,叉暢漬鮫'註3)醜

堅魚く劉)等は後年の諸所塩辛であろう･

鰯汁を醤油の如く利月iL/iaと云つ如ミ･この醤油について若干述べておきたい･前記製

晶誌に　　　　　　　　　　即

今を拒る凡そ二百七八十年前,豆腐の滴汁即ち味噂の溜汁をクマl)と称し･魚勘由に代

用せしより創りたるものにで, [帽仏法家が豆醤油を貴びしより,盛んに世に広まれり･

とあり.一説として傾聴すべきであろう･然し是によれば･所謂醤油の起瀕はさして古い

ものではない.我々の耳目に親しい大豆を原料としての醤油の起瀕は･果して然るか･

扱娃書式によると皆,未笹,蚊等の製法がある･何れも調味料ではあるが,その製法は

次の如し.

供御哲料,大豆三石,米一斗貢升(ヨネノモヤシ)儒米四升三合三勺二線,小麦酒各一

斗五升,塩一石五一でト, -オi五斗を得,薪三百rrを用ふ･但し難給料精米を除く,添醤料

箇捧一石,塩三斗五升,六斗五プtを得･薪六十斤･

未醤料.醤大豆JfI,米五升四合(ヨネノモヤシ料)小変五升四合,酒八升,塩四斗
一石を得.
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鼓料.大豆一石六一丁ト六升七合.海藻四十八両　一石を得.

以上の外に荒笹等が見える.刑柑氏に従えば(同氏- E_1本工業前史)笹と米軍の相違は,

皆には精米を加える丈で,外には原料の良否が,即ち哲には大豆,米華には醤大豆と区別

してあるのみである.哲は,ここでは供御のものであるから,最良の)t'豆にしたのであろ

ラ.叉笹はかたく未済はやわらかい製であった事は,米華に加-る酒の分量の多量なるに

ょり推定出来る.然し此の製法は,何れも党旗酢会の調味料であり,下暦配会のものは極

めて粗雑なものであった.叉,敦は元来甘味のものであるが海藻を加える事によって,港

抜に含有する塩分を利用した所の調味料であると.そして醤油の源は此の敢汁に発すとな

している.更に,所謂昧吟は笹よりr転じ,之に朝鮮の晴好を加味したものといわれる.倭

名抄に高麗莫蘇云々,イ谷に昧吟を用ふ(類繁妙)とあるは,此の閥の消息を伝える.

続いて新に関して見るであろう.安斎随筆に
ミサゴズシ

西海巌上の窪中に硫齢あり,海上の人探り得て珍味とす.走は浄.島小魚を捉りて石窪の

中に貯-,潮汐に漫漬し自然に熟せるものなり云々.人これを取るに,重ねたるTの魚

を取れば迫々新に魚を含み来りて穂並ぬ.もし積みたる.しの魚を取れば再び含み来らず.

と見えている.然し遺憾乍らその起源は判明せぬ.別の説に依れば,紳功皇后の三種征伐

の時,魚柏ミ軍畳に用いられたという(清水亘-水産調味晶)是は専ら貯蔵を旨としたもの

で,前記安剤随筆の内容より推す時は,恐らく唯魚肉を塩赦して自然に酷酸醒醇を待ちた

るのみにして,後年の如く炊飯を加えたものではなかろうと思う.

桝で-Jd幸浦史l,7-～ ｢娃富の昔より,共も(鮒新)既に閉ゆ,其の製法の濫依願下各地同じ

からざるが如し｣とあり,是に続いて熟新の起源に関する二～三の課を掲げたるをみれば,

娃書式時代以前には,班に炊飯を加えていたものであろう.

膳所附妃の住民熟雛を製し(年代不詳)逐年其製法を改良し,本FH氏居城の時に至り之

を幕府に献じたり.

叉日く,往古善棟郡の-漁夫,其得摩る鮒の鮫帽に入りしを覚らず,数日を経て之を見,

試みに食して其味の莫なりしを以て,鮒新を発明したりと,其の後同郡の陥没の際,川

越長助という者一人命を仝うして,阪LH郡磯村に任し,その製法を伝えたり･･.･･･

叉日く高島郡の口碑には,金吾湖の鮒を米の飯漬とし,東に柿を以て再漬し,滋養とな

りたりしが,後米飯を以て漬け,更に酒糟を以て漬くるに至りしと-･-･

右の起原が,果して然るや否やは速に断言し得ぬとはいえ,それ笹しても娃書式には明瞭に

緋の記述が見ゆるから(託21前記の如き起瀕を正しいと許すならば娃菩以前の事柄となるの

である.試みに娃書式に載る所の雛の産出地を見れば,伊賀,伊勢,丹波,紀伊,阿波,

豊前,豊後,筑後,肥後,美濃,播磨,太宰府,美作,但馬より鮎新を,叉近.it二,美濃,

筑前,筑後,太宰府等より鮒新を献じている.その製法は,後に本部食鑑(野必大著元赫

十年)を引いて明にしたい.

最後に発熱晶について述べよう.鰹は,発にはr=l乾晶が主である様に述べたが,それ以

外に煮熟晶として煮鰹がある. (訪3)今日の生り節に相当するものであろう.此の煮熱の場

令,煮熱液が残るが,是を更に濃縮精製する事によって,鰹の煎汁が採取され,貢上物と

されている.腿3)

以上を要約しよう.娃書式時代の水産加工品は網'[:晶が圧倒的であり,此の加工法は,

より古い時代より存在したと思われる.その製晶の実態は乾魚であり,実際叉娃書式には



顔見島大学水産学帝紀要　醇2番　解1卑 153

乾魚という言葉も使用した箇所がある.それにも拘わらず多くの場合,防,捕,節,楚割

等六図かしい文字を適用している.是等の言葉は,叉稀には水産物以外の鳥類の乾肉にも

使用されている.火乾,煮熱晶も存在していた.更に配哲晶,新等の実物も,早くより存在

していたやうである.酷哲晶の原始の形態は,魚肉と塩とのみより製造した素朴なもので

ある.新も当初は･炊飯を入れず,魚肉を塩漬したものの自然に醗酵を途げたものであり,

炊飯の添加は偶然に行われk.要するに肺,捕,肺,楚乳酪哲品,新等の異体は,欧に

早くより粗朴な形に於ては存在しており,唯その称呼の六図ケしさが特に目立つのである.

〔壱注〕 Ⅰ　僻祭の料

五色薄柁各一尺二寸,飯一斗'酒一斗,過重堅魚鱗, _塵争各-斤,海藻五斤塩五斗,柏廿把,負

薦五枚,抱二桁,缶一口,陶鉢六口,稔明五杷,親の料の当色の砲-領袴一腰(延専式亀第十五内

蔵寮陰陽寮)

〔娃〕甘　宴会の雄姶　親王以下三位日上,井四位の参議

人別に餅の料の梗米精米各八合,将挿三合,精二合六勾,小麦四合,大豆二合,小豆二合,胡麻子

二合･油一合･蜜帝酢各四勾･昏二合･塩四合･酔一句,東鰻二両,隠岐鮫二両一分,竪魚一両二

分,烏城一両一分,無海鼠縄雷鰻各二両二分,押年魚四両,与理刀魚五両,鮭二分隻の-,妹魚の偶

焚割各五両一分,雄胎,鰭各二斤,竪魚前(汁腕力)二勾,鮮物(直を充てよ)紫菜二分,海藻二

両,生実子一升,拍粟子,推子各四合,橘子十顎(延毒式巻第三十二大階式上大晴上)

〔謹〕 Ⅱ 〔野宮〕月の料〔小の月は物別に州分の--を減ぜよ〕

稽州九束-杷六分･莱十七素人杷〔並大炊寮抱月春きて供へよ〕東鰻廿四斤六両,雄健, _垂堅垂

各十一斤四両,烏軌押年魚各七斤八両,乞魚皮十五斤,遡重曹一斗五升,腸墳鱒胎鼻緒各一斗五

升,竪魚廿四斤六両･鯛楚乱鮫楚割各七斤八両･大席九十亀鮮魚鱈六斗,芥子,堅魚煎汁各三

升,口味直の銭〔其Z)数は清価に準じて充てよ〕紫菜,海枚各二斤十三両,海藻療海菜各十一斤四

両,堤,拍粟各三斗,生零六斗,威六升,菅二斗四升,曹瓜珊額,味曹一斗二升,糟一斗五升,精米

大豆小豆,小麦,黍子,胡麻芋童子各三斗,米二斗一升酢一斗二升,清二尉四斗,汁糟一斗五

升,油二斗四升〔供料の油六升,燈油一斗八升〕先十口,桐冊口,大嶋十合,鈍形二百日,片盤四
-Ei口,枚片杯六百口,窪杯三百八十口,爾要,酒台各十五具,椀七十合,褒杯六十口,布四尺三寸

五分,稔明三百把,琴五千四百斤,茨廿四石,窮升囲,紙七十張〔五十張は雑用の料,廿張は主神所の

料〕筆三管〔二管は殊用の料, -管は主神所の料〕貌甲一枚竹廿株(延書式巻第五神政五帝宮)

〔邑主〕 Ⅳ　朔日の庭火祭〔野宮,賛宮は此に準ぜよ〕

五色薄絶各四尺,俵文二尺,木綿八両,麻-斤,膚布二段,鍬四口,米酒各四升,鱒二斤,堅魚海

藻各三斤,些些丑,塩二升二合,拍二把,瓶杯各二口,水先一口(延書式巻第五　紳硬玉帝宵)

〔謹〕 V　正月の三節の料

東鱒,軌隠岐鰻,煮堅魚,塵準,烏蹴,鯛楚割各≡斤,楚割鮭三隻,薄鮭黙海鼠各二斤,紫莱侮

藻各-斤,塩三升,管,味菅,酢各六升,蹄三升,干柿三連,拍粟子三升〔以上は供料〕米一石,

精米一一石,大豆二斗,小豆三斗,油一斗,雑損,鰭各三斗,鮫堅魚各廿斤,痢一一石〔己上は宮人以下の

料〕調布十三段三丈六尺〔膳部四人水部,酒臥炊部,殿部各三人,掃部二人に別に抄の料二丈,

祷樺の科人尺,女属三人に療各四尺,仕丁一人,梼樺の料八尺〕 (延者式巻第五神政五帝宮)

(3)上記時代に於ける大陸の加工法

大陸の上代に於ける加工法を見よう.此処に先づ取り上げる文献は,著経である.が然
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し唐塵三代の命令訓話及び謀軟を記述し潅本書には我々の必要とする記述はなく･商書説

明下に｢著し和英を作るとせば爾甘酢れ塩梅｣なる語が見える･是は勿論ひゆに引月ルた

ものではあるが,佃当時の,或はそれ以前の,調味料を穿宛せしむるものがある･榛名抄に

揺,孔安国の此の枇附し食解訳を引き｢塩船也梅酢鋸と云っている･発に我国の場合,

松の落葉(,Cも同様の言葉を比翫ミ,言葉自体の起源が此の説明筒に存し翻),或は原始民

族の調味料が,人間生理の必然より一致し･た事実となったものか･興味ある事柄である･

次に私記を取りあげる.その内容より察すれば,稀に党案の作もあるが,概して扶係の

筆が多いと云われている(児島歌書郎-支部文学史)私記は,乱の根本義より,むしろ枝

葉に多く触れている･その限りに於いて,日常生活に関する記述も多く,本稿に参考とな

るべき部分も少くない.乱記内則那二の中には,殊に然るを覚える･今概筒に従って筆

を進める.発づ魚類の取合せに就て見るに,魚は走に宜しは1'と云つている･瀧は意草の

実を炊いて紋となしたものである･然し此の短節には,魚のみならず牛,辛,家,犬･鳩

等が同様に引合に出されていて,魚類は唯一句あるに過ぎない尊を注意しなければならな

い.次に魚類の加工に関して札れぼ,夏は帽痛に宜しく,用某を膳にすく這仁2)とある･肘は

雅の乾肉であり,輔は魚の乾肉である･是等乾肉を,相葉(犬の菅)を以て誹担するとい

ぅ意味である.加工法とはやや興るが,生鮮の魚肉を誹捜した場合もあっttE･冬は綱紀

宜しく,用短を臓にすとあるが是である,(託2)意味する桝は,鮮魚と鳩を･羊の帝を以て調

理すというにある.周章の食物の配令を説く此の短節に於で,魚類の出て来るのは右の二

句である.春秋の食物については,春は羊豚を,秋は小牛′j､鹿を正しとすとある･獣肉が

中心となっている轟が理解出来る･時には魚膳も食膳に供しぬくt･-糾所で論点を乾燥魚肉に

もどす.魚肉の乾燥品に鰯なる字を用い･捕なる字に代えてあるを何と解すべきか･叉別

の箇所に｢士にはこ種四琶魚蛸を加ふ｣(I;E2)という-柚ミあり,此の帥こ於いては,肺の

上に魚の一字を加えている･痛の字を特に魚筒にして棚となした点･階の上に魚の字を加

ぇ･た点,等に想到すれば,元来胎,棚が,必ずしも魚肉の乾燥したもののみを指さず･乾

獣肉をも含めて,乾肉一般を指したものと解される･進んで蛸について見るに,師は多く

獣肉の乾製晶にあてている･田家･紫蘭等の師である･(註3)以て如何に獣肉が利用せられて

いたかが戴われる･乱認証には,階を｢小物金乾者也｣とし･臓は｢音周乾魚也｣とある･

階はとも角として,臓を乾魚なりとした点は,臓と鰯とを区別せざりしによるのではある

まいか.補については,同証には, ｢沌折目師｣となしている･是によれば,乾燥して堅

硬となりたる肉片一般を指すものと思われる･東に注意すべきは･央負(ln'E3)なる語あり,

是は乾魚糾旨す言葉である･特に魚の乾肉につきかかる言葉あるより見れば,胎,捕,捕

等が,必ずしも魚乾肉のみを指すとは考えられず,乾燥した肉類一般,むしろ主として欺

乾肉を指すものと解釈したい･

転じて醸醤晶にうつる･先づ酷より見るに,此の製品が,盛に当時利用せられていた事

は内則第･1-二の膳の短節によっても知る事が出来る･ (弘1)従って各種の嘘が存した事であ

ろうし,魚組も覚醒や虹醇等の獣肉姫と併存した訳であろう･(訪う'況んや別の一句に｢そ

の塩は陸産の物なは欠,その髄は水物なり｣ (註5'と,水陸両方の嘘の存在を記述せるを

千,毛氏乱青巳証には

凡作嘘者,必党博乾其肉,巷之,難以梁麹及塩,以美酒塗置酔い, i-[-脚成

とある.是に依って見れば,材料は乾燥した獣肉であると考えられ,是は筋肉組織が固い
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故に,俄酵せしむる為!.C,梁麹を必要としている訳であろう･皆も製造された･魚を煮る

に卵哲を以てすとあるは(註j)魚の卵の背を利用するという意味である･嘘哲という言葉が

よく出て来るが, i.1.%肉や農産物を材料とする笹も数多存し潅ろう･茶番(課3)はその一例で

ある.

更に斎民要術の時代に入る.本書が後魂の時代の農産製造に関する貴重な文献である事

は,周知の所である. (山崎百治-東亜酷酵化学論考)先づ乾燥法を見るに,本書に於ては

必ずしも的膳等を区別せず,一括して肺として論じている.特に体型の火なるものに対し

ては,枝隙JplP_に切刻して乾燥し,是を保と称している.一夏に托意すべきは｢月朋賢第七十五｣

の項目の努頭を飾る加工域の対象は,早,羊,鹿,章,野猪等の獣類である,`36)従って補

の意味の重点が,獣肉の乾燥晶に置かれている事が理解される･中に魚類は鰭魚(一名紺

負)の加工である.(W)哲の製造も盛に行われた.'3F･a)主原料は牛,羊,猪,鹿兎等であり,

麹を慨酵促進剤として用いている.魚醤は鯉胤　鮮魚等を原料として行われ(39'此の場合

には葦衣と称するものを投入する.小麦を材料とした黄衣は,醗酵促進剤である,`醐)特

に塩辛を作る法がある.(捌l)塩辛には麹等を加えない点に韓意を要する･

魚緋を作る法に,一項目を設けているのは興味ある尊である.生魚と,杭米を炊いだ飯

とを,塩に穆して交互に漬け込む方法は,我国の新の製法と観る類似している･(許;2)猪肉

で新を作る法もとりあげられている.(抑3)が,是は魚緋の末尾に取扱われている程度であ

る.鰍こ関する限り,魚齢が王座に位置しているのは興味深い･恐らく麹を使月]しない緋

の製法に於ては,獣肉を材料とすれば,自然醐孝に放任した健では,充分成熟しない為,

獣肉の緋が重視されないのであろう二兎魚法もある胤4)此の方法は,新の場合とは逆に,戟

肉泉境が主で,魚肉は附緑の観がある.書経は少時別として今,乱記と斎民要術とを通観

するに,階,捕,僕等は必ずしも魚類の特有の製法に非すして,主として獣肉を原料とし

た場合のものである.嘘常.抗についても獣肉が主原料故,是を幣酵せしむる必要から特に

麹(紫衣)を多く働-ljしている点が目立つ.例外として,魚類のrAI隣を塩辛とする場合に

は,麹類を使用していない.内臓はそれ自体,醗酵する諸種の好煉件を具備している為で

あろう.夷に緋に至れば,炊駿を入るるは,我国に於いては実に偶然に発した棟である

が,大陸に於ては当時に既に是が完成をみている･大陸に於ても新の主原料は魚塀であり,

之に加えられた炊飯は,甘味を増すと同時に,酷酸際醇を増大せしむる.然してその上,

酒その他を絶入しているが,緋に風味を附け,味覚をそそる効果を考慮したもので,我国

の節より一段の進歩ありと云わねばならない･

〔註〕 Ⅰ凡利春多酸,夏多苦,秋多辛,冬多賊･調以滑机牛宜稔,芋宜黍･家宜稜･犬宜賂

雁宜麦,魚宜-d･, (礼記　内則第十二) (国訳漢文大成本による)

〔註〕 Ⅱ　春宜弟豚,階膏蒲,夏宜膿蛸,臓菅は,秋宜墳票･膳菅膿,冬宜鮮羽･膳菅婚(礼記　内

則第十二)

士二種四琶加別旨駕(礼記　寒天記第二二)

(娃〕甘　牛僻,鹿脹田家胴,粟胴,欝B.乱発雀田承雷管有軒･ (礼記　内則第十二)

鼻魚日商祭,鮮魚日は祭(礼記　曲礼第二)

〔謹〕 Ⅳ　臓,臓臆,粗略牛衆,鴨,牛弘田息牛胎,羊灸,羊鼠畦,黍爽･鞄家蔵･

芥膏,魚胎,堆,兎,弟,銚(礼記内則第十二)

〔謹〕 V　濡魚卵膏莫菱,滞簡略香美畜　暇僻地賂臆糞兎晦,粟膚魚酪魚胎芥菅,賓躍髄菅,桃

諸梅諸卵塩(礼記　内則第十二)
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握豆之血水草之和気也,其鰭陸産物也,加豆陸産也共編水物也(礼記　郊特性第十一)

(註) 1Ⅰ作五味脱法,正月二月九月十月為任,用牛等塁鹿野指家痛肉,或作快或作片碍(凡破肉皆

須順理,不用斜断)各自別槌,牛等骨令砕,熟煮取汁,掠去浮探,停之使清,取香美茨(別以冷水淘去

塵榛)用骨汁煮萩,色足味詞,漉去揮,待下塩(適口而己,勿使過爾)細切葱白,痘令煎,板輩橘

皮皆未之(虫多少)以浸臨手操令私刑1.7三宿則乱俊一儒項昏百床徹乃乱皆細髄穿於屋北管下陰乾,

候浦浪漫晩数以手械令堅実,脳嵐置鹿野澄中(着腰荒畑殊苫)紙袋靖而怒之(置於馴潤色,若

不寵則背馳寝汗)臓月中作候著名日疾):a堪度夏,毎聴*,先取其肥者(肥者帆不耐久) (賛成

率術隅憎第七十五) (万有文庫本による)

〔註) Ⅶ　作鰻魚偶填(一名負l]魚也)十一月初至十二月末作之,不鱗不破,直以枚利口令到尾(敬

実頭作樗蒲之形)作細湯,令極M,多下輩椴未,確魚口,以滞為酪竹杖穿眼,十箇一貫,口向上,

於屋北替下懸之,経冬令嬢,至二月三月,魚成,生乳攻五臓,酸購浸食之,博美乃勝盤潮簸其魚革裏

泥封牌萩中娘(烏刀切)之,去泥革,以皮布豪雨槌之,白如珂雪,妹又絶倫,過餌~F酒,極是診美

也(碑民要術　〃削旨第七十五)

〔謹〕 Ⅶ肉醤法,牛羊柑髄鬼肉皆得作,東良役所肉,去脂紬到(陳肉職者不任用,合時令醤榔)暁麹

令燥,執離日徒,大卒肉--斗,麹末五升,白塩二升牛,黄蒸一升(曝乾,熟瑚日産)盤上和合均詞,内

婆子中(有骨者和之先払然後盛之,骨多髄,既肥帆嘗亦燃也)泥対円nB,寒月作之,宜埋之於黍鹸

積中,二七円開看,曹出無塵気僻熱英,買新設堆煮之,令極欄肉錦尽,去骨灰汁,待冷,解醤(鶏

汁亦得,勿用陳肉,令欝苦脚無f.(.%賂好酒解之'違着R中(碑民要補　作嘗法第七十)

〔註〕 Ⅸ作魚醤法(鯉魚蛸魚賂-好,絶亀亦中,鰭魚鮎魚即全作一不用切)去鱗,浄洗,拭令乾,如

胎法,扱破線切之,去骨,大率成魚一斗,周章衣三升(一升全用二升作末)白塩二升(嚢塩則苦)

乾圭一一升(未之)橘皮一一合(綾切之)和合調均,内要子中,泥密執　目曝(勿令漏気)瓢以好

酒解之,凡作魚醤肉哲,皆以十二月作之,則経夏無虫(余月亦得作,但轟生虫,不得度夏耳) (碑

民要術　作膏法第七十)

〔註〕 Ⅹ　作黄衣怯,六月中剛､麦博掬.iZ,於酔P以水浸之,令酢渡田熱義之,槌箔上敷席'置費

於上,糊令惇二寸許,預前一一日,刈-.t･Lt薬葡萄,鮒,.,-様者,刈胡某,択去雑草,無令有水露気候麦冷,

以胡共産之,七日看黄衣色足,塵出曝之,令乾,去胡臭而己,慣勿開放,帝人専当風蝦去黄衣･此

大謬,凡有所造作,用麦続者皆抑其衣為執今反碍去之,作物必不善英(碑民要術=R衣莱蒸及集

第六十八)

〔岳主〕 Ⅶ　作　点逐　魚夷　法

昔漢武帝逐兎至於海浜,閲有香気而不見軌令人推求,乃是漁父造魚眼於坑中,以至土覆之浅

香気上達,取而食之,以為滋味,逐英待此物,因名之,蓋魚眼哲也

坂石首魚紗魚鮭魚三種,腸牡胞寮浮沈,察著白塩令小,侍朗肉終車智弘置日中,夏二十日,春妖

五十日,冬百日,乃好,熱時下董酢等(額民要術　作書法第七十)

〔蓋主〕 XB　作　　魚　　鮮

凡作鮭,春秋為晩冬夏不佳(寒時雛熱,熱則非繭不成,蹴復無味,乗藍蝿,宜作嘉鮮血)東新鯉

魚(魚唯大為任,痩魚爾勝,肥老雄美而不耐久,肉長赤牛巳上,皮骨整破･不任為桧老皆堪為鮮也)

去鱗託則轡,傍形長二寸,広一一寸,厚五分,督促暫別有皮(轡大長外,以過熱傷酪不成任免申

始可胤近骨上生隈不堪食,常三分敬一-耳,唐小則均軌寸数者,大卒言耳,亦不可要,然背骨宜方

臥其肉摩処薄収皮,肉薄処小複厚取皮,観相過,皆使有皮,不宜令有無皮静由)手軽懐盆水中･

浸洗去血常設,波乱更於清水中浮沈,漉著鮭*,以白塩散之,盛者飛車,平板石上,運去水(世名

透水,塩水不尽令鮮轡欄,経宿達者,亦無嫌也)水尽爽一年,嘗朗淡, (淡則更以塩恥参,観則垂

下,膝下復以塩按之)炊杭米鮮為惨(常飲剛,不宜賂鮎抑欄妊)井茶蔓楠皮好酒於盆中合和之(撹

合幡著魚乃任,莱夏全用,橘皮細切,並堰香気不求多血無橘皮,草碍子亦得,用酒砕諸邪瓢令

酢美而速熟,大草-斗酢,用酒牛斤,恋酒不用)布魚於資子中,一行魚･一一行軌以滞為限,捌塁
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居上(肥則不碓久熟須究食放也)魚上多与参,以竹易交横帖上(入来乃血無窮,菰茎葉並可用･春多

無葉時,可破茸代之)創竹挿婆子口内,変域絡之(無竹者用芽他)著尿中(著日中火辺老愚臭･而

不実,寮老嬢厚茄,勿令凍也)赤紫出,傾郁'白帯出,味酸･便熱･食時季執刀切則腸(碑艮要

術　作魚鮮第七十四)

〔註〕 ⅩⅠⅠⅠ作締肉鮮法,用脚巴醍肉滞鳳治詮･易怯骨･作陳･広五寸三分,易水煮之,倉熟為

任, ･勿令太欄熟出待乾,切如鮮暫片之'皆令帯皮･炊糎米取為胤以幕藩子白塩調和布置-如

魚鱗法(槍欲倍多令早熟)泥封置日中'一月熟蒜薗革酢任意所風BE之尤気象之珍好捕党費
術作魚酢第七十四)

〔娃〕 ⅩIV用小娼白魚最勝,滞用鱗治,刀細謹'無小用大,為方寸准･不藻草掃轍葱荊芹中音掛覚

紬堀,塩敢酢和以漬魚,可経宿,死時以雄香菜汁濯之･快復与之,熱爾止･色赤則好･隼亀不

惟用- (賛民要術　爽法第八十)

(4)両国の関係と我国上記加工淡の徳川時代迄に於ける変化

･然らば乱記と勢民要衝とは,我国の文化と如何なる関係にあったか･両者共に軽視し得

ない影響を我酢与-てはいないだろうか･何となれば･私記は,我天武天皇の朝･京都

に興された大学に於いて,周礼儀乱と共上講ぜられており, (永井-翠-:国文学発達史)轡

民要術は,字多天皇の寛平年中になつ別本匡現在書目は鮒置国史の部)に-r-#民

要衝十巻｣とあり,それは恐らく,初版(采の仁宗の天理年中)以前の筆写巻子本が伝え

られていたのであろうという(木村康一-本草学〔支部奉樺経済史⊃)からである･

乱記と所民要術とが,欧に我国に伝来して居り,殊に乱記は広く講ぜられていたとすれ

ば,是等文献の中に煙られた加工法(況んやその名称)が,我国に摂取せられたと見るの

は失当の推断ではない.斯る前提の下にその後に於る我加工法の変遷に筆を進めてゆく･

先づ路的,保,臓という語よ｡取り上げる･大陸に於いて是等の語は･主として欺肉

の乾燥継附された名称であって･是が我国に渡来して娃書式に見離ロき魚類その他の乾

煉継馴されためであろう･ (但･痛は特に魚の乾肉に利用されていた事は,先に記し

た如くである.)何故ならば･魚貝類乾燥の実体は･我国自然環境を省みるならば,恐ら

くは建国の当初より存在したと推察される･是に附された固有の名称は･初めにも見た如

く,舵(千)魚ではなかったかと思われる･従って大陸よ豚入され動乱蹄等の名称は･

我帥期に入れば,鯛に使用される事少なくなっていった様である･例外的には,徳川

時代に入｡ても,場所によっては此語は残っている(菅江最澄の東北地方遊驚記や薩摩藩

ゐ三国名勝図会等)が,中央部には干(舵)という語が行われた様である･例-ば･欧に

平安時代の今昔物語に｢越前守為盛六衛府官人語第五｣灯塩辛き干たる鯛を那座れり｣

と見えて居｡,平安朝期の台記別記久安六年正月-に｢膝行取干鯛｣とあり,叉戦国当

時の葉陰公認にも｢文明十五年八月九日大納言樽五荷鵠-鯨十干鯛-折令進禁裏･ ････-｣と

ぁるによって知られる･同様の言葉は,長享三年七月三日･明応四年九月十九臥等にも

見えている.

更に帥期には相物(間物)という称呼も使用されたらしい･｢相物とて干たる魚の入り

組純積んで云々｣ (太平記)とあるによって知られる･然し庭訓砂には｢相物産とて

魚塩うるぎなり,此轟不審な｡,紙の塵とも云-り｣とあるより見れば相物が干魚のみを

指したとは断言し敵い･むしろ逆に,相物を干鮎詮明している太平記の記事より推せ

ば,干魚という名称の方が-酎勺に使用されていた事実を息はしむる･

かくて野,隅というが如き言葉が,中世期に入り率第紳寒部よ岬えで･干(戟)と
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いう語が用いられるという事柄は,本来粧,臓という言葉が,大陸伝来なりしを語るもの

ではあるまいか.僻鵬は楚割(倹)と共に比較的永く残存していた株である.允づ姉につい

てみるに,倭漢三才図会に｢鰹節,鰹肉乾的者也｣とある如く,鮮肉の日乾して堅硬となり

たるものし称呼となった.塵肺を鰹節と称する事も,近pt:初頭託に散見するが(絹路誌,

種ケ島家譜等)鮭肺が鰹節と一般的に改称されるに至ったのは,その製法が単なる[=1乾よ

り臆し,煮鰹の方法をとり入れて煮熟し,後燥乾,徽付の過程を経る様になってからであ

る･傭塵肺より鰹節-の改称の埋山に関しては,数個の見解が提出されているが,その詳

細は別の機会に護る.鰹節徴の蓮見についても,鰹節製造工程の尭達として論すべきであ

るが,是も後に鰹漁業尭達史論考として纏めて公にしたい.次に楚割について見るに,是

は革に名称のみでなく,大陸技術そのものの伝来と思われる.徳川時代に於て,楚割の解

釈につき二つの見解が捷出されている.香取志下巻(房総文庫第三冊)に

今須為利と云う物,魚の背を割り,塩に演で乾きたる物なり,楚割は即ち脊割なり.楚

と脊と音通す.叉須波夜利の略転と見ても通すべし

と.即ち此の意味に於ては,脊に庖Jーを入れ塩乾したる魚を指す.是に対し,嬉遊笑党

(巻十上飲食)には

安秀云　そわりと訓-非也.すわりとよむべし.魚肉を細長く割で塩千にしたるをい

う.楚は木のすはえなり.すはえの如くほを長き意なり.すはえわりを略してス-ヤリ

という.魚を菅より割るという誼は妄言なり

と.安啓の説は楚割即鹿なる立場である.これは大陸においてとられたる見解の説明であ

る.

扱二詮の171何れが正しいか.瓜うに両者共に正しいであろう. -は日本的意味に於て,

他は大陸的意味において.然らば何を大陸的といい,何を日本的というか.兜にも一言し

た如く,大陸に於いては獣肉に就いて促の製法が使用されている.獣肉は肉繊維強轍なる

が故に,魚肉の如く短時間に於て乾燥が完了するものではなく,従って乾燥に際しては,

割戟するを便宜とする.割載するにしても魚肉の如く容易に薄く割載する事が出来ず,荏

って校旗型に切るは, -Pr･yl･肉処理の上から見て当然考-られる.是に対して,魚肉は乾燥比

較的容易にして,庖J~を加うるにしても,筋繊維固からす,比較的白山である.魚肉はか

くの如き性質を有する故,その乾燥に際して必ずしも枝保型に庖丁を加うる必要はなく,

むしろ内部の厚き部分に二～三保庖Tを入れ,開干しにする程度にて事足りる訳である.

かくて日本に於ける楚割の意味は,背割りに非すやと推察される.然しこれとて日本化さ

れた解釈であり,その本来の意味は大陸より来た枝保割りに存するのであろう.本朝食鑑

は,かくて折衷詮をとり,日本古来の意味を背割りと解し乍らも. ｢魚保亦類,而切片保

者也｣と云っている.明治時代に於で鰯,河豚の如きに対し,校旗型に切割して乾燥する

方法が残っていた(日本水産製晶誌)から,恐らく食鑑の詮は正しいと思われる.然し乍

ら,明治時代迄の水産加工法を全体として見る時,楚割(枝旗型に切る)の方法の妓春が

極めて少いのは,本来は魚類の如きに対し,か｣る方法を必ずしも必要とはしなかった事

を示すものではあるまいか.

酷醤品について見るに,勿論此の文字も大陸よりの輸入ではあるが,その内容を指すに

塩辛なる名称が次第に接頭して来た.前記平安期の今昔物語には｢鯵の塩辛｣なる語が見

えている･乾世に入れば細菌毒を総括して喝辛なる帯を使用し声らしい･本朝食鑑に｢熱
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皆･･････与魚醍同本邦通称塩辛者是-LrL｣とあるによって知られる･然し乍ら,醍哲晶を広

義に解釈すると,濃度稀薄な笹汁と,濃厚な塩辛類とに分ち得られよう･哲汁としての鰯

汁につき本部食鑑は

延嘗式両紙有鰯汁･ ･ ･. ･･針三l欄山海之民別造醤汁以代未哲政汁是日鰯汁

とある.此処に政汁の態様は如何というに,倭漢三才図会には

放者食中常肌而五味調和着払本朝亦有首相之,如今恥未醤不用政,用醤油不用敢汁

とあるより見れば,敢汁は醤油の代恥品であった事がわかる.鰯汁が之に代るとすれば･

当然塩辛より濃度稀薄なものであったろう.鰯汁が製造されたと同様,塩辛も歴に海辺に

て製造された.百姓伝記巻十四(経済大典第耕一)より一節を引朋する･
●

色々塩辛を用る事　国いかなる海辺にも其拓怒ら-様を知らずという事なし,大魚をは

切裂きたしき塩を合う.小魚をは其まゝ塩を令,桶に入瓶に入ならする,.土民海草莱大

根を喰うに,之れを味曙の代りとして,之をすりつぶし,水にたてゆがきにでこし,其

汁にて煎て食うに重宝なり.

と.此処迄来れば本来甘め物としての塩辛も,昧噺の代用晶となっている事を知り得る･

同書には,続いて員数鰯,蟹類の塩辛の実際的製法を述べている･扱久陸に於ける醜哲

晶が,豚肉を材料とするもの多くして,魚肉を材料とするもの極めて少きに対し,我国で

は反対の現象を豊している.是は自然環境の差異に一応の理由を求むべく･延いては民族

性の差異に如来するともいえよう･然して叉我国のその製法は!一般的には麹を加うる事

少なく,唯塩のみを混じて自然惣醇に放任した場合が多かつた･是は魚肉が豚肉に比して･

筋肉組織が固からす,水分に富み,時には魚類のl入臓をも投入するので･獣肉より酸醇が

容易なる為でもあったろう.此の点,亦我国の特色といえようかと思う･但塩辛に麹を加

うる事が,ま｣上層階級の需要にかなう場合があるが,是は戎程度大陸の製造法の模倣か

とも考-られる.

文節については本朝食鑑に詳かである.

作新法,取生魚最鮮者,去脚易及餅,沈澱数次,充用白塩,圧魚者一周時,或糊塩水･

授一夜,取出圧取水,或久醗者亦州具拭執別煮自校米,作飯待冷,入鮮桶･吸魚,英

令魚両々相押,而隔之以飯,用木蓋,微塞桶口,要当桶裡飯魚･置圧著上･以南三石,

令字伝之,緩両三EI,而節水陰干盈上,復健一耐]而熱･不脱不鹸不堅不酸,此為上傑･

有少酸味,亦好其牛熟者,亦可成浸職食,此俗謂生成･至其酸臭別杯用･最為有毒･

是不日生拙者也, a

然して此の熟新は,近世に入るに従って次第に一夜緋に変って来た･当流節用料理大全に.  . . 4 +  4 I + .  .   )･>

鮒早蛸酒一升に塩三含入,煎出し,酢一合加-申,尤四五EI置には酢不入候･食をさま

し右のせんじ酒にて喰塩より少くからく合申候･鮒に塩一時程しませて置,扱ぎつと洗,

右の食にて演候,是は二日程にて能候

と.これは自然醗酵をまって成熟せしむる熟新と･人工的に酷をもって作れる,即席新と

の間に存するものであり,前者より後者-移る過渡期の新である･新の製法は･元来我国

と大陸とに可成りに共通したものであり,大陸の製法の方が一歩前進していた観あった事

は,欧に述べ･tc所である･従って熱新の加工過程に於で･大陸のすぐれた技術を摂取利用

した事も当然考-られる.がそれと共に,熟新から一夜新-の転換は･叉我民族に羊?て

途げられたものである.
_　)
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(5)稔　　　　括

給括し棟.我国は四両環海の農水産国であり,大陸は広漠たる地帯をもつ農牧国であっ

た.既に両者の閲に自然環境が興るあり,それにつれて夫々の民族の趣味晴好という広義

?民族性にも相違が生ぜざるを得なかった･

かくて我国の水産加工は,我民族に適応する様にその端緒を掴み,大陸亦獣肉加工の両

に於て発達過程を示した.その途中,我民族は,文化の一段と高い大陸から加工法の名称

を導入し,加工技術の模倣を行い,同一種頬の材料を対象とする加工法については,大陸

の勝れた点を摂取して,我国水産加工に適月日ノた事と思われる.然し乍ら,元来自然環境

と民族性とを異にする我民族は,何時迄も大陸の名称を踏襲し,技術を模倣し,勝れたる

点に盲従ぽかりしてはいなかった.永い歴史の歩みの間に於で,我民族に適当な名称を生

み,模倣はふるい落し,我民族特有の発展方向-と進みつ1あった様に思われる.勿論そ

の如何なる階層の者が,前記した諸技術工程の労働を担当したかは問題であるが.それに

しても従来の通念に従-ば,上代に於ては極めて粗朴幼経にして且准得な方法がとられた

と考-られていたであろう所の水産物加工に関し,当時としては発進文化国であった大陸

の影響が色々の程度に認められるのである.たとえ売買には伏せられす,主として朝貢晶

としてのみ一方的給付に利用せられたとはい-,辺陸の漁村で生産された水産製晶が,戟

国と大陸との国驚文化の脚光を浴びていたのは,興味ある事柄である. (終)

後　　　　　　　　記

漁村とい-ば古来都市文化に背を向けて潮風を浴しつゝ終生を暮す朴嗣な漁夫達の居住する辺陸

の村落を,我々は想像し勝である.是も一一両の事実である.然し乍ら他の一一両に於て,我国水産史

を播く時,近世に入れば,城下町に供給された水産製品,農村へ輸送された魚肥,進んでは支那貿

易の舞台に登場した俵物語品等は,云ほゞかゝる漁村から乃至はかゝる漁村を背景にした肴町から

生産されたものである.とすれば一般社会から隔絶されていたと考へられる漁村は,既に近世に

紘,我々の想像とは反対に,その生産物を通して国民経済に深く結びつき,進んでは,国際経済に

迄連絡して,普遍史形成の訴芽を示しつゝあった訳である.此の様な具体的事実を基礎とした普遍

史的観点から,然も夫々の国の民族性-水産に関する限りに於て-を顧慮しっゝ ,水産史を検

討しようとする行き方も,亦一つの研究方法として許さるべきではないだらうか.所で普遍史的見

方に放ては,歴史進化の動因を生産力の発展に求め度い.然して今の場合の生産力としては,一方に

は漁携技術の発達を見ると共に,他方には水産物製造按術の発達をもとりあげなければならない.

両者の内,何れに蛮点を置くかは別の問題である･唯従来の様に,漁拶技術をのみ問題にする場合

には,漁村を孤立封鎖的な存在として-少くとも今迄は此の様な解釈が余りに多かった様に恩は

れる-観念し勝となる･是に対し,製造技術の発達を併せ考へる時には,水産物の国民経済乃至

は国際経済への連がりが把壕出来,従って漁村の他の一面である所の開放的交流性の認識が可能と

なる･漁村の開放的交流性の側面は,従来余り関心を持たれていなかった様である.比の側面を解

明する事も大いに必要であり,その為には,製造按術の発達史的研究が不可避であらう.我国王朝

時代の水産加工法に於け考日考両国の関係を見んとすろ本郷ま,かゝる行き方に於ける序説でも
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